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　１０月１５日（火）、台風第１９号による農地や農

作物の被害状況を確認するため、郡市長が緊急の農

業視察を行いました。

　若林区荒井のほ場では、仙台農業協同組合の藤澤

代表理事組合長など、関係者から被害状況を聞き取

りました。

　郡市長は「市内の被害状況を十分に把握し、必要

な対応をとっていきたい。」と話しました。

【農政企画課企画調整係（電話：２１４－８２６５）】

市長が台風第１９号による農業被害に関する緊急視察を行いました

台風第１９号により被害を受けた皆様に、
謹んでお見舞い申し上げます

【台風第１９号による農業被害に関する相談窓口等】

市では、農地等における被害の状況を確認しながら早期復旧に向けての対応を進めてまいります

○農作物被害について

　仙台市農業振興課生産振興係（電話：２１４－８３３５）

○農業共済について

　宮城県農業共済組合宮城中央支所（電話：３９６－３０７０）

　※水稲、麦、大豆、果樹、園芸施設（ハウス）のお問い合わせは農産園芸課へ

　※建物（総合共済）、農機具（総合共済）のお問い合わせは建物農機具課へ

○農道・農業用用排水路被害について

農道・農業用用排水路の被害や、農地への土砂、流木の流入等の被害がありましたら、下記まで

ご連絡ください。

仙台市農林土木課整備係（電話：２１４－８２６９）

※台風により農道や農業用用排水路に流出した稲わらについては、市などで撤去作業を進めて

います。

○林道被害について

仙台市農林土木課林務係（電話：２１４－８２６４）

○その他、台風第１９号による大雨に関する農業以外の被災者支援事業については、各ご家庭に配

布される「仙台市政だより（１１月号）」や、仙台市ホームページをご覧ください。



　市では、７月から、（公財）翠生農学振興会・

東北大学農学研究科に委託し、「せんだい次

世代農業経営者育成ゼミ」を開講しています。

このゼミでは、次世代の本市農業を担うプロ

の農業経営者の育成を目的としています。

　７月に認定農業者や新規就農者など、意欲

あふれる１２名の塾生を迎え、開講式を行い

ました。８月には実践的な財務管理を学べる

経営シミュレーション研修などを実施しま

した。

　塾生からは、「経営ビジネスとして確立す

るためしっかりとした経営管理を学びたい」「どのような事業展開が自分や地域のためになるのか勉

強したい」など、参加への動機やゼミへの期待が寄せられました。

　来年１月末まで東北大学青葉山新キャンパスを拠点に、全１４回の講座・視察研修などを通じて、プ

ロの農業経営者として必要になる経営管理に関する知識・スキルの習得、人脈の構築を目指します。

【農業振興課担い手育成係（電話：２１４－７３２７）】
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「せんだい次世代農業経営者育成ゼミ」を開講しています
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　せんだい農業園芸センターみどりの杜では、果実収穫２年目

を迎え、ブドウ、ナシ、イチジクの摘み取りが始まりました。県

内でも珍しい最新の栽培方法である「ジョイント栽培」などを

取り入れ、早期成園化及び省力化を実現しています。

　現地では、栽培の様子や取り組み内容を紹介しています。見

学などをご希望の場合は、事前にご連絡のうえ、お越しくださ

い（有料の場合あり）。

　また、多くの皆様に摘み取りの楽しさと季節の味を楽しんで

いただけるよう、果物狩りも開催しています（有料・予約優先）。

　詳しくは、下記までお問い合わせください。

【仙台ターミナルビル（株）荒井事業所（電話：７６２－９６８８）】

せんだい農業園芸センターで果物の収穫が始まりました

（農）あきう
生産組合

秋保境野地区
ほ場

　８月３０日（金）、農作物の生育状況を把握するため、郡市

長が農業視察を行いました。

　太白区秋保境野地区のほ場では、仙台農業協同組合の藤澤

代表理事組合長や（農）あきう生産組合の柴田代表理事など、

関係者から水稲や大豆、そばの生育状況を聞き取りました。

　その後、（農）あきう生産組合のそば加工施設を訪れ、販売

先の状況などを聞き取りました。

　また秋保ヴィレッジ内の農産物直売所「アグリエの森」を

訪れ、秋保ヴィレッジ（株）の今野代表取締役社長から販売し

ている市内農産物や開発された商品などについての説明を

受けました。

【農政企画課企画調整係（電話：２１４－８２６５）】

市長が太白区秋保境野地区への農業視察を行いました
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　市内産の農林水産物を使用した６次産業化や農商工連携の取り組みを、専門家の知見を活用しなが

ら、事業計画の策定から商品開発、加工・製造、販路開拓まで一貫したメニューによって伴走型で支援

します。

○対象者

　・認定農業者　　　　　・農業協同組合

　・林業者　　　　　　　・森林組合

　・漁業者　　　　　　　・漁業協同組合

　・その他市長が特に必要と認めた者

　・市内の農林水産漁業者と連携して事業に取り組む商工業者

　　（いずれも市税を滞納していない方に限ります）

○専門家派遣

　６次産業化や農商工連携に必要な助言・指導を受けることが

できます。

○補助金

　原則として、２名以上の異なる専門家派遣を受け、所定の事業計画書を作成した後に下記の補助金

を必要に応じて受けることができます。

仙台市の農林水産物を活用した６次産業化を支援します

【農政企画課農食ビジネス推進室（電話：２１４－８２６６）】

マーケティング

機材導入

試作

販路拡大

商品ブランド
デザイン開発

販売戦略のための市場調査や広報活動に係る経費 １/２以内

１/２以内

１/２以内

１/２以内

１/２以内

１０万円

１２０万円

１５万円

２０万円

２０万円

６次産業化等に必要な機械や設備の導入に係る経費

試作した商品の評価や使用する原材料調達に係る経費

展示会への出展に係る経費

パッケージやロゴデザインの開発、WEBサイトの構築等
に係る経費

メニュー 補助対象経費 補助率 補助上限額

派遣内容例

費用

派遣回数

派遣時間

・事業計画策定　　　・経営診断
・マーケティング　　 ・商品開発
・技術指導　　　　　・デザイン開発
・販路拡大　　　　　　　　　　　　　等

無料（専門家謝礼は市が負担）

１事業者につき年度内５回まで

１回あたり２時間程度

概要

事　業　の　流　れ

　詳しくは、下記までお問い合わせください。
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◆Ｅメール  kei008110@city . sendai . jp（農政企画課）
◆Ｈ　　Ｐ  https : / /www.city .sendai . jp /kurashi /shizen/norinsuisan/ index.html

〒980－0803 青葉区国分町3丁目6番1号　表小路仮庁舎（仙台パークビル9階）
電話 022－214－8265   FAX 022－214－8338 （農政企画課）

【発　行】仙台市経済局農林部（農政企画課、農業振興課、農林土木課）

仙台市農林水産業
ホームページ

　ＧＡＰで管理する食の安全について事例を交えてご紹介いただき、農業経営にどのように取り入れ

て活かすのか、今回は、バイエルクロップサイエンス（株）カスタマーマーケティング本部アドバイ

ザーの橋本省三様より、ご講演をいただきます。

　参加費は無料ですので、ぜひご来場ください。

○日時

　１月１７日（金）

　午後２時～３時３０分（受付 午後１時３０分～）

○会場

　せんだい農業園芸センター　研修室

　仙台市若林区荒井字切新田１３－１

　※無料駐車場がご利用いただけます。

　※公共交通機関もご利用ください。

　　（地下鉄東西線荒井駅よりバス１０分）

○対象者

　・農業者

　・生産組織の代表者・構成員　等

○内容

　「ＧＡＰで管理する食の安全」

○定員

　５０名（先着 １組織５名まで）

○申込先

　締切：１月１０日（金）

　名前・住所・電話番号をご記入の上、

　ＦＡＸ：７６２-９６６８　又は、

　Ｅ-mail：a.supporter@stbl.co.jp　にて

　仙台ターミナルビル（株）荒井事業所

　（せんだい農業園芸センター内） まで

ＧＡＰ（農業生産工程管理）セミナーを開催します

　「農と食のフロンティア推進特区」制度の指定を受けることで、所得税や固定資産税などで税制上の

特例措置を受けられます。

○対象者

仙台東部地区及び四郎丸地区の農業振興地

域内において、農業やその関連事業を行う

事業者

　※ただし、一度指定を受けた事業者の再指

定はできません。

○指定を受けられる期間

　令和２年３月末まで

　（関係法令の改正により、当初期間より延長

されています）

○活用できる税制上の特例

機械や装置、建物などを取得した場合、法人

税・所得税の特別償却又は税制控除ができる

ほか、固定資産税が一定期間免除になります。

特区制度を活用することで税制上の特例を受けられます

【農業振興課生産振興係（電話：２１４－８３３５）】

【農政企画課農食ビジネス推進室（電話：２１４－８２６６）】

　特区制度や指定手続きの詳細は、下記までお問い合わせください。

法人税・所得税

取　得

制度を活用

特別償却 又は 税制控除

一定期間免除

機　械

装　置

建　物

等

固 定 資 産 税
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